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職員の処分について 

 

 

本日付けで、下記のとおり職員の処分を行いましたので、お知らせします。 

 

 

記 

 

 

１ 被処分者 

（１）所属部  総務部（本庁） 

（２）職 級  一般職員（主任主事） 

（３）年 齢  ３４歳（男） 

 

２ 事実の概要 

  被処分者は、令和２年９月頃、当時の所属において、指導する立場でありな

がら、学生に対し、一方的に抱きつくセクシュアル・ハラスメント行為を行っ

た。また、勤務時間中に、勤務公署内の女性専用のエリアに正当な理由なく立

ち入り、独断で、一部の学生に対しミーティングを行うといった行為を繰り

返した。 

 

３ 処分内容 

  停職５月 


